
令和７年度介護職員等処遇改善加算の取得促進に係る事業

介護職員等処遇改善加算

取得セミナー

加算Ⅱへのステップアップ
― 実践ポイント解説 ―



本日のプログラム
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第1章

相模原市の状況

なぜ今、「加算Ⅱ」を目指すべきなのか
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施設系サービスはほぼ100%に近い取得率ですが、 訪問・通所系にはまだ伸びしろが
あります。
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令和7年9月時点 



相模原市の取得状況（95%取得済み）

市内事業所の半数近くが「加算Ⅱ」以上を取得。

これが地域の「スタンダード」です。

加算Ⅱ（最多） 546件

加算Ⅰ

382件

加算Ⅲ

116件

加算Ⅳ

32件
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加算Ⅰ・Ⅱで全体の 86% を占めています。

加算Ⅱ (50.7%) 546件 (最多)

加算Ⅰ (35.5%) 382件

加算Ⅲ (10.8%) 116件

加算Ⅳ (3.0%) 32件



求人力の低下

相模原市内の86%の事業所が加算Ⅰ・Ⅱを取

得し、高い賃金水準を実現しています。加算Ⅲ

・Ⅳのままでは、求職者の選択肢から外れるリ

スクが高まっています。

目指すべきスタンダード

加算Ⅱは、特別な職員構成（介護福祉士比率

など）を問わず、「仕組み」の整備だけで到

達できる最上位です。事業所努力で実現可能

な「地域の標準」を目指しましょう。

人材確保の優位性

求職者は「給与」と「キャリアパス」を見てい

ます。加算Ⅱを取得することで賃金水準を上げ、

明確な昇給制度をアピールできます。

経営の安定化

令和8年度以降、要件の厳格化が予想されます。

今のうちに上位加算へ移行し、体制を整えてお

くことがリスクヘッジになります。
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第2章

令和7年処遇改善の概要

及び取得要件

加算Ⅱは「仕組み」で取得できる
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介護職員等処遇改善加算 算定条件一覧
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● ：6区分ごと1つ以上（ただし生産性向上については2つ以上）
◎：6区分ごと2つ以上（ただし生産性向上については3つ以上）

（※）

※月額賃金改善Ⅱについては令和８年３月３１日で終了

任用要件・賃金体系の整備等

研修の実施等

昇給の仕組みの整備等

改善後の年額賃金要件

介護福祉士等の配置要件

環境改善の取組

月給による賃金改善、
旧ベースアップ等加算相当の賃金改善



要件解説：キャリアパス要件（Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ）

キャリアパス要件Ⅰ （任用要件・賃金体系の整備等）

職位・職責・職務内容等に応じた任用要件と賃金体系を整備し、就業規則等に規定すること。

キャリアパス要件Ⅱ （研修の実施等）

資質向上のための計画を策定し、研修の実施または資格取得の支援（費用補助やシフト調整）を行うこと。

キャリアパス要件Ⅲ （昇給の仕組みの整備等）

経験年数、資格取得、または人事評価に基づき昇給する仕組みを就業規則等に規定すること。
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要件解説：キャリアパス要件（Ⅳ・Ⅴ）

これらは上位区分や特定の職員に対する要件です。

キャリアパス要件Ⅳ （改善後の年額賃金要件）

キャリアパス要件Ⅴ （介護福祉士等の配置要件）

※加算Ⅰのみ必須（加算Ⅱでは不要）

サービス提供体制強化加算、特定事業所加算等の算定要件を満たす配置であること。

重要：免除規定

小規模事業所等では、合理的な説明があれば要件を満たせなくても算定可能（免除）です
。

経験・技能のある介護職員のうち1人以上について、賃金改善後の賃金が年額440万円以上であること。
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要件解説：月額賃金改善要件

全ての加算区分（Ⅰ～Ⅳ）共通のルール

取得した加算額のうち、

加算Ⅳの加算額の2分の1以上 は、

必ず 毎月の「基本給等」の改善に充ててください。

※基本給等とは
：「基本給」または「決まって毎月支払われる手当」のことです。
（例：処遇改善手当、資格手当など。賞与や一時金は含まれません）
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（月給による賃金改善）



要件解説：職場環境等要件 & 見える化要件

要件：実施すべき取組数

加算Ⅲ・Ⅳ (●)加算Ⅰ・Ⅱ (◎)区分

各1つ以上各2つ以上

1．入職促進に向けた取組

2．資質の向上やキャリアアップに向けた支援

3． 両立支援・多様な働き方の推進

4．腰痛を含む心身の健康管理

6．やりがい・働きがいの醸成

2つ以上
3つ以上

※⑰または⑱は選択必須
5．生産性向上のための取組

見える化要件（加算Ⅰ・Ⅱは必須）

実施した取組内容を「介護サービス情報公表システム」や自社HPで外部に公表すること。
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令和7年度の特例措置（先取り戦略）

通常ルール

計画書提出時に、全ての要件（キャリアパス要

件、職場環境等要件の対応、それにともなう就

業規則等の改定など）が完了している必要があ

る。

R7年度 特例

「年度内に整備する」という誓約があれば、

未整備の状態でも計画書を提出し、加算算定

を開始できる。

13



第3章

計画書の作成手順

「計画書イメージ」に沿って、

処遇改善加算Ⅱが取得できる計画書を作成

14



作成・提出の全体フロー

STEP 1

基本情報入力

STEP 2

個票の入力

STEP 3

総括表の確認

STEP 4

提出
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前提条件

本計画書の作成は以下の観点にて作成しています。

１ ．介護職員等処遇改善加算未取得事業所が新規で加算Ⅱの取得を行う想定で作成しています。

２． 計画書:別紙様式２を上から順に作成を進めていく内容となっています。

３ ．取得した処遇改善加算については、事業所の給与体系に「処遇改善加算手当」を新設して、
対応する賃金改善対象月ごとに全額配分することを想定しています。

４．キャリアパス要件Ⅰ～Ⅲ、職場環境等要件は「誓約」事項で作成を行います。
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事前準備

以下の2点をお手元にご用意ください。

令和7年度 処遇改善計画書様式
（Excelファイル）

計画書は、相模原市ホームページ「令和7年度介護職員等処遇改善加算について」から
ダウンロードが行えます。
https://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/shinseisho_menu/kaigohoken/1032538.html

過去1年間の月平均介護報酬単位および月平均処遇改善加算単位
※介護保険・総合事業の単位は分けて算出します。
※1年間の実績がなければ、可能な期間の月平均介護報酬単位
※新規事業所は事業計画等からの予測月平均介護報酬単位。

その場合は月平均処遇改善加算単位は必要ありません。
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STEP 1：基本情報入力シート（提出先）

シート：「基本情報入力シート」

計画書のEXCELファイル シート：基本情報入力シートの入力です。入力するのは黄色のセル入力だけです。

「加算様式を指定権者に提出」
を選択します

「相模原市」と入力します
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STEP 1：基本情報入力シート（法人情報）

シート：「基本情報入力シート」

法人の情報を入力します
事業所情報ではないので注意が
必要です

代表取締役 代表社員
代表理事 等 役職名を
記入します

日中連絡が取りやすい電話番号
携帯の電話番号でもＯＫです

書類作成担当者も確認が行える
メールのアドレスの入力がお勧めです
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STEP 1：基本情報入力シート（事業所情報）

シート：「基本情報入力シート」

法人内で複数の事業所・サービスを
運営している場合は、
２行目以降に追加していきます

14で始まる10桁の（指定）
事業所番号を入力します
（新規申請の場合は未記入
のままでよい）

プルダウンメニューで
「神奈川県」「相模原市」を選択します

プルダウンメニューで対象事業所の
「サービス名」を選択します
介護事業と総合事業のサービスは
行を変えて入力します

月平均処遇改善加算単位を
入力します。
新規事業所は「０」を入力
します

１月あたりの総報酬単位を入力します
過去１年間（または数ヶ月）の平均や、
今後の見込みなどの数字など、 入力します

プルダウンメニューで
「○」を選択します

総合事業は手動で
地域単価を入力します
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総合事業を算定する場合は必ず
総合事業として一行に記入を行います



STEP 2：別紙様式2-2（処遇改善加算）

シート：「別紙様式2-2（処遇改善加算 個表）」

計画書のEXCELファイル シート：別紙様式2-2（処遇改善加算 個票）の入力です。入力するのは、色の付いたセルだけです

プルダウンメニューで
「新加算Ⅱ」を選択します

既存の取得区分を入力。
新規取得の場合は「処遇改善加算なし」
を選択します

「 令和８年３月」と
入力します

複数の事業所・サービスを運営している場合は、
２行目以降も
１行目同様に 入力してください

取得を開始する年と月を入力します
この例であれば令和8年2月から
取得開始です
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STEP 2：別紙様式2-2（加算要件の対応）

シート：「別紙様式2-2（処遇改善加算 個表）」 この欄は、「×」がつきますが、
このままで構いません

要件を満たすのであれば、
満たす人数を入力します。
居なければ「０」を入力します

プルダウンメニューで選択します
キャリアパス要件Ⅲ（昇給のしくみ）が
・できていれば「◯」
・できていなければ「令和７年度中に満たす」

プルダウンメニューで選択します
キャリアパス要件Ⅰ（キャリアパスの整備）と
キャリアパス要件Ⅱ（研修の実施等）が
・できていれば「◯」
・できていなければ「令和７年度中に満たす」

複数の事業所・サービスを運営
している場合は、２行目以降も
１行目同様に入力してください

プルダウンメニューで
「○」を選択します
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STEP 3：別紙様式2-1 （賃金改善額）

シート：「別紙様式2-1 （処遇改善加算総括表）」

計画書のEXCELファイル シート:別紙様式2-1 （処遇改善加算 総括表）の入力です。入力するのは、薄オレンジ色のセルだけです。

今年度の加算（見込）額が
自動的に入力されます

原則は「０」を入力します
繰り越しているならその額
を入力

③(C)と同額（又はそれ以上）を
入力します

必ず「〇」になる事を
確認します
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STEP 3：別紙様式2-1 （月額賃金改善要件）

シート：「別紙様式2-1 （処遇改善加算総括表）」

必ず「〇」になる事を確
認します

①と同額（又はそれ以上）を入力します

「月額賃金改善要件Ⅰ」は令和７年４月から必須要件となります。
計画書作成手順通り作成いただければ、

月額賃金改善要件Ⅰについても要件を満たす内容となっています。
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STEP 3：別紙様式2-1 （キャリアパス要件ｰ１）

シート：「別紙様式2-1 （処遇改善加算総括表）」

ここは「×」で問題
ないです

必ず「◯」になっている事
を確認します

あてはまる理由の１つにチェック
を入れます。（１番目か２番目を
選びます）右上のオレンジセルが
「◯」になります

キャリアパス要件Ⅳとは「賃金改善後した結果、年額440
万円以上の職員が１事業所当たり１人以上いること（た
だし賃金改善以前の賃金が年額440万円以上である者を除
く。）」です。ただ、この要件は、クリアできなくても
問題ありません。できない場合には、その理由にチェッ
クを入れてください。
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STEP 3：別紙様式2-1 （キャリアパス要件ｰ２）

シート：「別紙様式2-1 （処遇改善加算総括表）」

ここは「×」で問題
ないです

必ず「◯」になっている事
を確認します

あてはまる理由の１つにチェック
を入れます。（１番目か２番目を
選びます）右上のオレンジセルが
「◯」になります

「「改善後の賃金が年額
４４０万円以上となる
者」を設定できない場合
その理由」にチェックを
いれると「○」になる
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STEP 3：別紙様式2-1 （職場環境等要件ｰ１）

シート：「別紙様式2-1 （処遇改善加算総括表）」

未入力の状態にいます

現段階では「×」で問題無いです
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STEP 3：別紙様式2-1 （職場環境等要件ｰ２）

シート：「別紙様式2-1 （処遇改善加算総括表）」

区分
1

区分
2

区分
3

区分
4

区分
5

区分
6

プルダウンメニューで
選択します

各区分毎に（区分5以外）は、
各区分ごとに２つ以上
・取組が行えている場合

は「レ」選択
・これから取り組みを行

う場合は「誓約」選択

区分5は
⑰もしくは⑱は取り組み必須
項目なので、かならずどちら
か選択が必要
その上であと2つ以上の計3つ
以上選択が必要
（⑰⑱双方選択した場合は、

あと1つ以上の選択）
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STEP 3：別紙様式2-1 （職場環境等要件ｰ３）

シート：「別紙様式2-1 （処遇改善加算総括表）」

前ページの職場環境等要件入力前は「×」になっています

職場環境等要件
を入力すると

前ページの職場環境等要件入力後は「○」になっています

「職場環境等要件」の取り組みは各項目2つ（生産性向上の項目3つ）入力を行い
ます。他にも取組んでいる項目があったとしてもこれで十分です。項目の内容と
して文章で列挙されているものをすべて実施する必要はなく、１つでも取組んで
いれば取り組めているので「レ」を入力してかまいません。
取組んでいる項目は、事業所内の掲示や職員への通知文書など、実施しているこ
とがわかるように記録を残しておきましょう。
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STEP 3：別紙様式2-1 （見える化要件）

シート：「別紙様式2-1 （処遇改善加算総括表）」

チェック後に〇になることを
確認します

取組んでいる項目を、情報公表システムに掲載します

「介護サービス情報公表センター」参考URL
https://center.rakuraku.or.jp/
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STEP 3：別紙様式2-1 （確認・証明）

シート：「別紙様式2-1 （処遇改善加算総括表）」

このようにチェックを
入れてください

日付入力後に「〇」になる
事を確認します

日付を入力します

チェック後に「〇」になる
事を確認します

役職名、氏名は自動入力なので、
誤りが無いか確認します
誤りがあれば「基本情報」を修正します

STEP 3:別紙様式2-1 （賃金改善額）
の入力にて②に繰り越し額を入力した
方はここにも「レ」チェックを
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STEP 3：別紙様式2-1 （チェックリスト）

シート：「別紙様式2-1 （処遇改善加算総括表）」

すべて「○」になってい
る事を確認します

オレンジ色のセルが、すべて「◯」になっているかを確認します。
「×」がある場合は、入力が漏れているか、数字が間違っています。
修正をして「◯」になるようにしてください。
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STEP 4： 提出とスケジュール

計画書提出期限：加算取得月の前々月の末日

例：6月から取得したい場合 4月末日まで

提出方法

令和7年度計画書については、「令和7年度介護職員等処遇改善計画書の提出（Logoフォーム）（外部リンク）」

から提出を行ってください。
※Logoフォームからの提出ができない場合については、郵送によりご提出ください。

併せて提出：体制届（介護給付費算定に係る体制等に関する届出書・体制等状況一覧表）
変更届（別紙様式4（変更に係る届出書））

提出期限： 算定開始月の前月15日まで (居宅系) / 当月1日まで (施設系)

※体制届は加算を新たに算定する場合、また加算区分を変更する場合に限り「届出書」と「一覧表」の両方の提出が必ず必要となります。

※ ※変更届は、年度途中に処遇改善加算の区分変更を行う場合に提出が必要となります。

期日期限および提出物は、ご自身で最新の情報を確認してください。
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計画書提出後の対応リスト

あとは処遇改善加算の取得申請を行えば、対象の月から算定を開始できます。

以下は計画書提出後にやることリストです。

１．体制届、体制等状況一覧表の提出（加算取得を開始する前月１５日までに）

２．ケアマネジャー、ご利用者様への連絡（取得開始月の、前月月初あたりまで）

３．処遇改善加算を算定できるように請求ソフトの設定（加算取得月から）

４．介護職員等処遇改善加算のお知らせの確認（請求月月末あたり）

５．キャリアパス要件Ⅰ～Ⅲ未対応事業所は対応の実施（令和８年３月末まで）

６．令和７年度向け職場環境等要件の整備（令和８年３月末まで）

７．令和７年度処遇改善加算実績報告書の提出（令和８年７月末まで）

※ご利用者様への連絡時には重要事項説明書の取り直しが必要
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第4章

令和8年の処遇改善加算

概要及び要件

更なる処遇改善と完全実施に向けた準備
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令和8年度（2026年度）介護報酬改定の概要

目的：他職種と遜色のない処遇改善（２０２６年６月～）

政府の総合経済対策に基づき、令和9年度改定を待たずに+2.03%の期中改定を実施。

賃上げ目標：月額 1.0万円 ＋ 上乗せ 0.7万円 ＝ 最大 1.9万円 (定期昇給含む)

①対象職種の拡大

介護職員だけでなく、介護従事者全般へ対象を拡大し

、加算率を引き上げ。

②新規加算の創設

訪問看護、訪問リハ、居宅介護支援等にも処遇改善加

算を新設。
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新区分「加算Ⅰロ・Ⅱロ」の創設

※イメージ図

令和8年度特例要件

以下のいずれかを満たすことで、上乗せ区

分（ロ）を算定可能です。

加算Ⅰロ・Ⅱロ
(新設)

加算Ⅰイ・Ⅱイ
加算Ⅲ・Ⅳ • 訪問・通所系：

ケアプランデータ連携システムの活用

• 施設系：

生産性向上推進体制加算の取得

• その他：

社会福祉連携推進法人への参画
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ⅣⅢⅡイⅡロⅠイⅠロサービス区分

17.0%20.7%24.9%26.6%27.0%28.7%訪問介護

8.3%9.9%10.9%11.8%11.1%12.0%通所介護

11.3%13.6%15.9%17.2%16.3%17.6%介護老人福祉施設

5.9%6.9%8.6%9.3%9.0%9.7%介護老人保健施設

12.8%15.6%16.8%18.3%17.1%18.6%小規模多機能

令和8年度 サービス別加算率

※主要サービスを抜粋。詳細は厚生労働省資料を参照。
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令和8年度：経過措置の終了と完全移行

「誓約」から「実績」へ

今年度（R7）に行った「年度内に整備する」という誓約を、

R8年度（2026年4月）からは確実に実行する必要があります。

キャリアパスⅠ～Ⅲ 職場環境等要件

39



R8年度に向けた具体策：キャリアパス

R8年度開始前までに、以下の書類整備と周知を完了させてください。

1. 就業規則・賃金規程の改定（要件Ⅰ・Ⅲ）

2. 研修計画の策定と実施（要件Ⅱ）

• 「職位」と「任用要件」を明記する。

• 「昇給の仕組み（昇給要件）」を明記する。

（推奨：資格手当の新設）

• 全職員に周知し、労働基準監督署へ届出（常時10人以上の場合）を行う。

• 「資質向上のための計画」を作成する。

• 計画に基づき、実際に研修を実施（または機会確保）する。
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報酬改定までの「つなぎ」となる重要な支援策
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交付金の主旨と目的

主旨と目的

介護分野では深刻な人材不足が続いており、他職種と比較して見劣りしない処遇の確保が急務と

なっています。本来は令和8年度の介護報酬改定で対応が予定されていましたが、それを待たずに、

人材流出を防ぐための“緊急的な支援策”として実施されるのが本事業における交付金です。

本交付金は、介護職員の賃上げや職場環境の改善を目的に、予算の範囲内で支援を行うものです。

正式名称は「神奈川県介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業交付金」といい、国の施策

に基づいて県が交付します。

つまり、本交付金は「今すぐ現場を支えるための緊急的な賃上げ・環境改善支援策」であること

が最大のポイントです。
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スケジュールと条件

スケジュール

43

第1期申請期間： 1月23日 ～ 2月6日まで

第2期申請期間： 4月1日 ～ 4月15日まで

※第1期にて申請が行えなくても、第２期で申請が行えれば問題ありません。 
※申請は、第１期、第２期いずれか１回のみとなります。

交付金の申請は２期に分かれています。申請期間は以下の通りです。

対象となる事業所

神奈川県内に所在する事業所

令和8年3月までに開設された施設 

処遇改善加算を算定（または誓約）

生産性向上・環境改善を計画実施

算定の条件

● 第1期申請： 1月23日 ～ 2月6日まで 

 12月の実績があること

● 第2期申請： 4月1日 ～ 4月15日まで 

 12月または1月～3月のいずれかの月の実績が 

 あれば申請可能



交付金の対象サービス・対象外サービス

主な交付対象サービス

44

訪問看護

訪問リハビリテーション

居宅介護支援（ケアマネ）

訪問介護・通所介護 

特養・老健・特定施設

小規模多機能・グループホーム

主な交付対象外サービス

福祉用具貸与・特定福祉用具販売

居宅療養管理指導

令和8年4月以降に新規開設の事業所 

申請時点で廃止・休止が決まっている事業所



基準月について

基準月

基準月は原則として、令和7年12月と定められています。 この12月単月のサービス提供による報酬額

（実績）から交付率に応じた、６ヶ月分の交付額を算出します。

45

基準月の例外

４月申請は、１～３月を基準月とした事業所および12月分を月遅れ請求した事業所が原則対象となります。

交付時期やサービス提供実績を踏まえ、事業者において適切な基準月を選択してください。

※神奈川県介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善等事業交付金 Ｑ＆Ａ 1-5



交付金の活用方法

46

幅広い賃上げ支援

介護職員だけでなく、事業所の判断でケアマネジャーや事務職員等、現場を支える幅広いスタッフへの処遇

改善が可能です。

生産性向上の上乗せ

ケアプランデータ連携システムの導入や、社会福祉連携推進法人への加入など、デジタル活用や協働化への

取り組みを評価します。

職場環境の改善

スタッフのスキルアップ研修費や、介護助手の募集経費など、より働きやすい職場づくりへの投資をバック

アップします。



交付金取得の要件まとめ

47

① 処遇改善加算

処遇改善加算を算定している

こと（または算定の誓約）

ポイント

これらの①～③の要件を組み合わせることで、交付率（もらえる金額）が加算される仕組みです。 

なお①の取り組み交付金取得における必須項目となります。

② 生産性向上・協働化

ケアプランデータ連携システ

ムへの加入や社会福祉連携推

進法人への所属など

③ 職場環境改善

現場の課題の見える化や、業

務改善活動の体制構築等の 

計画・実施

可能であれば➀、➁、➂すべて取り組み、高い交付率の取得を目指してください！！



交付金の使い道：①賃金改善
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柔軟な配分が可能

介護職員への配分を基本としつつ、事業所の判断

によりケアマネジャーや事務員など、他の職種へ

の配分も認められています。

【重要】

・賃金改善の実施についてスタッフ全員に周知すること 

・前年同時期と比較して平均的な賃金水準を低下させてはなりません

支給方法

基本給への上乗せが望ましいですが、手当や賞与

（一時金）としての支給も可能です。スタッフの

状況に合わせて活用できます。



交付金の使い道：②職場環境改善
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※職場環境改善経費に充てることができる金額は、サービス種別ごとに設定された

交付率によって決まっています。

※訪問看護、訪問リハビリ、居宅介護事業所は賃金改善のみの利用となります。

※職場環境改善経費を、そのまま職員の賃金改善に充てることも可能です

 

研修費： 外部講師の招へいや受講料 

募集経費： 介護助手等の採用広告費 

専門家謝礼： 業務改善の指導費用など 



交付対象外となる主なケース
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退職手当への充当： 退職金の積み立て等には使用できません。

備品・機器の購入費： タブレット、センサー、PC、インカム等の 

          備品・機器購入費用（ハードウェア購入費）は一切認められません。

令和8年4月以降の新設： 令和8年3月末までの開設が条件です。

廃止・休止予定： 計画書提出時点で廃止等が明らかな事業所。

著しく偏った配分： 特定の職員のみへの集中した配分は行えません。

※「職場環境改善等経費」として申請した場合も、備品購入には充てられないため厳守してください。



申請からお支払い、報告書提出までのスケジュール
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第1期 申請

2/6 締切

第1期 支払

4/15 予定

第2期 申請

4/1 ～ 4/15

第2期 支払

6/30 予定

実績報告

9/30 締切

第1期・第2期いずれの申請分も、9月30日までに実績報告書の提出が必須です。 

1 2 3 4 5



計画書の作成：作成・提出の全体フロー
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STEP 1

基本情報入力

STEP 2

個票の入力

STEP 3

総括表の確認

STEP 4

提出



事前準備

以下の2点をお手元にご用意ください。

計画書 【介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業の交付申請について】
（Excelファイル）

計画書は、介護情報サービスかながわからダウンロードが行えます。
https://kaigo.rakuraku.or.jp/search-library/lower-3-3.html?topid=90952&id=90953

53

令和７年１２月の介護報酬単位数
※介護保険・総合事業の単位は分けて算出します。
※１２月以外を基準月として選択する場合は、基準月として選択する

介護報酬単位数（見込みでも可）
。



注意事項
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作成手順の説明では計画書の画面を見やすくするため、本資料ではEXCELのメモ機能を非表示にして説明を行います。

実際の計画書を作成する際には、計画書に記載されているメモの内容も確認いただき、

その上で、本資料にて説明している内容を参考いただくようお願いいたします。

EXCELのメモ機能は「非表示」にしております。
計画書作成時は必ずメモ欄の内容を確認いただいた上で
計画書作成を進めてください



計画書の作成：基本情報入力シート その１
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「神奈川県」と入力します

法人の情報を入力します
事業所情報ではないので注意
が必要です

代表取締役 代表社員
代表理事 等 役職名を
記入します

日中連絡が取りやすい電話番号
携帯の電話番号でもＯＫです

書類作成担当者も確認が行える
メールのアドレスの入力がお勧めです

シート：「基本情報入力シート」

計画書のEXCELファイル シート：基本情報入力シートの入力です。入力するのは薄紫色のセル入力だけです。

介護報酬の債権譲渡を
・行っていない
・行っている
事業所の実態に合わせ
「レ」を選択します

必ず「◯」になっている事
を確認します

上記項目における誓約日を
入力してください

「レ」を選択します



計画書の作成：基本情報入力シート その２

法人内で複数の事業所・サービ
スを運営している場合は、
２行目以降に追加していきます

14で始まる10桁の（指定）
事業所番号を入力します

「記入済みのサービスの事業所数」に表示されている件数が、
自身で入力したサービス事業所の件数と一致していれば
「レ」を選択します
なお「0件」の場合でも「レ」の選択は必要です

プルダウンメニューで対象事業所
の
「サービス名」を選択します
介護事業と総合事業のサービスは
行を変えて入力します

基準月の介護報酬単位数を入力

総合事業は手動で
地域単価を入力します

56

必ず「◯」になっている事を確認
します

プルダウンメニューで
「神奈川県」を選択し、事業
所の所在地の市町村を選択
します

対象事業所の指定権者を記入します



計画書の作成：別紙様式2-3（個表）その1

シート：「別紙様式2-3（個表）」

計画書のEXCELファイル シート：別紙様式2-3（個表）の入力です。入力するのは薄紫色のセル入力だけです。

交付金の概算額が表示されます
決定額ではありません

基本情報入力シートに入力した
事業所情報が表示されます
誤りが無いか確認してください

薄紫のセルを入力します
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計画書の作成：別紙様式2-3（個表）その２

プルダウンメニューから
基準月を選択します

58

債権譲渡の状況をプルダウンメニューから選択します
債権譲渡を行っていない場合は
「債権譲渡をしていない」を選択
行っている場合は「○」を選択します

プルダウンメニュー事業所の状況に応じた
選択を行います
詳細は以下のスライドを参照
計画書の作成:別紙様式2-3（個表）その４ ①～③の組み合わせで

加算率が決まります

必ず「◯」になって
いる事を確認します

①～③の要件入力内容で「○」「△」「×」が表示されます
「○」は記入漏れがなく、全ての事業所において要件を満たす場合 →入力が正しく行えています
「△」は記入漏れはないが、要件を満たさない場合がある場合 →交付金加算率が低くなります
「×」は記入もれがある場合 →再度入力内容の確認をおこなってください

交付金の振り込み口座を指定します。
プルダウンメニューから
振込対象の事業所一つのみ「○」を選択して
その他は「ｰ」を選択します

訪問看護、訪問リハビリ、居宅介護事業所以外のサービス



計画書の作成：別紙様式2-3（個表）その３

プルダウンメニューから
基準月を選択します
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訪問看護、訪問リハビリ、居宅介護事業所サービス

プルダウンメニュー事業所の状況に応じた
選択を行います
詳細は以下のスライドを参照
計画書の作成:別紙様式2-3（個表）その４

交付金の振り込み口座を指定します。
プルダウンメニューから
振込対象の事業所一つのみ「○」を選択して
その他は「ｰ」を選択します

必ず「◯」になっている事を確認します
必ず「◯」になって
いる事を確認します

訪問看護、訪問リハビリ、
居宅介護事業所サービス
は①のみ

債権譲渡の状況をプルダウンメニューから選択します
債権譲渡を行っていない場合は
「債権譲渡をしていない」を選択
行っている場合は「○」を選択します

プルダウンメニューから
「ｰ」を選択します



計画書の作成：別紙様式2-3（個表）その４
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ア）処遇改善加算の対象サービス

→処遇改善加算取得（又は見込み）

イ）対象外サービス（訪問看護、訪問リハ、居宅介護支援等）

→処遇改善加算に準ずる要件を満たす（又は見込み）または、
ケアプランデータ連携システムに加入（又は見込み）

①介護従事者に対する
幅広い賃上げ支援

処遇改善加算の取得に加え、以下の要件を満たす事業者

ア）訪問、通所サービス等
→ ケアプランデータ連携システムに加入（又は見込み）等。

イ）施設、居住サービス、多機能サービス、短期入所サービス等
→ 生産性向上加算Ⅰ又はⅡを取得（又は見込み）等。

ウ）社会福祉連携推進法人に所属している法人

②生産性向上や協働化に取り組む
事業所の介護職員に対する

上乗せの賃上げ支援

ア）職場環境改善の取組を行っている

イ）②の要件を満たしている

ウ）令和６年度介護人材確保・職場環境改善等事業による補助金の交付を受けている

③介護職員について、職場環境改善に
取り組む事業所を支援

（介護職員等の賃金改善に充当可能）

①、②、③の要件入力内容



計画書の作成：別紙様式2-1（処遇改善加算対象サービス 総括表） その１
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訪問看護、訪問リハビリ、居宅介護事業所以外のサービス

別紙様式2-3（個表）の①～③の要件入力内容で「○」「△」「×」の表示内容が
別紙様式2-1（処遇改善加算対象サービス 総括表）の「２補助金の支給要件及び使途」に表示されます
必ず「○」か「△」になっていること

シート：「別紙様式2-1（処遇改善加算対象サービス 総括表）」

計画書のEXCELファイル シート：基本情報入力シートの入力です。入力するのは薄紫色のセル入力だけです。



計画書の作成：別紙様式2-1（処遇改善加算対象サービス 総括表） その２
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訪問看護、訪問リハビリ、居宅介護事業所以外のサービス 別紙様式2-3（個表）の
③の要件をみたすにて「職場
環境改善の取組を行ってい
る」を選択した場合は「×」
になっています

③の要件をみたすにて「職場
環境改善の取組を行ってい
る」以外を選択すると
「空白」となっています
「空白」の場合はそのままで
問題ありません

「×」の場合、職場環境改善に
向けての取組（ア）～（ウ）の
いずれか、プルダウンメニュ
ーから「レ」を選択します
「レ」を選択後に「○」なっ
ている事を確認します

必ず「◯」になって
いる事を確認しますプルダウンメニューか

ら「レ」を選択します

交付金の使途について、職場環境改善経費にも使用したい場合はプルダウンメニューから「レ」を選択します
「レ」を選択した場合、（二）職場環境改善経費の用途についてプルダウンメニューから（ア）～（ウ）いずれかを選択します



計画書の作成：別紙様式2-1（処遇改善加算対象サービス 総括表） その３
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訪問看護、訪問リハビリ、居宅介護事業所以外のサービス

交付金の概算額が表示されます
決定額ではありません

必ず「◯」になって
いる事を確認します

必ず「◯」か「△」
になっている事を確
認します

全てプルダウンメニュー
から「レ」を選択します



計画書の作成：別紙様式2-2（処遇改善加算対象外サービス 総括表）その１
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必ず「◯」になって
いる事を確認します

訪問看護、訪問リハビリ、居宅介護事業所サービス

別紙様式2-3（個表）の
①の要件をみたすにて「加算Ⅳ
に準ずる要件を満たす」もしく
は「加算Ⅳに準ずる要件を満た
すことを誓約」を選択した場合
は「×」になっています

①の要件をみたすにて「加算Ⅳ
に準ずる要件を満たす」もしく
は「加算Ⅳに準ずる要件を満た
すことを誓約」以外を選択する
と
「空白」となっています
「空白」の場合はそのままで
問題ありません

空白の場合は、（ウ）職場環境等要件が
「×」でも問題ありません

別紙様式2-3（個表）の①の要件をみたすにて
「加算Ⅳに準ずる要件を満たす」を選択した場合
はプルダウンメニューから「レ」を選択します
「加算Ⅳに準ずる要件を満たすことを誓約」を選
択した場合はプルダウンメニューから「誓約」を選
択します



計画書の作成：別紙様式2-2（処遇改善加算対象外サービス 総括表）その２
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訪問看護、訪問リハビリ、居宅介護事業所サービス

入力におけるルールをしっかり
確認してください

様式2-3（個表）の①の要件をみたすにて「加算Ⅳに準ずる要件を満たす」もしくは「加算Ⅳに準ずる要件を満
たすことを誓約」を選択した場合は職場環境等要件を入力しています。

区分から１つ
「レ」か「誓約」
を選択

区分から１つ
「レ」か「誓約」
を選択

区分から１つ
「レ」か「誓約」
を選択



計画書の作成：別紙様式2-2（処遇改善加算対象外サービス 総括表）その３

訪問看護、訪問リハビリ、居宅介護事業所サービス

区分から１つ
「レ」か「誓約」
を選択

区分から２つ
「レ」か「誓約」
を選択

区分から１つ
「レ」か「誓約」
を選択



計画書の作成：別紙様式2-2（処遇改善加算対象外サービス 総括表）その４

67

訪問看護、訪問リハビリ、居宅介護事業所サービス

全てプルダウンメニュー
から「レ」を選択します

必ず「◯」になって
いる事を確認します

交付金の概算額が表示されます
決定額ではありません



提出とスケジュール

計画書提出期限：第２期申請期間 ２０２６年４月１日～２０２６年４月１５日

提出方法

計画書については、「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業交付金申請フォーム」

から提出を行ってください。
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第２期期限を過ぎると交付金の申請は行えません。必ず期間内の申請をお願いします。

※提出における詳細は、介護情報サービスかながわの介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業（令和８年）ページ

「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業の交付申請について（県通知）」を確認ください。



計画書提出後の対応リスト

計画書提出後に必ず対応が必要な事項となります。忘れずに対応をおこなってください

１．報告書提出までに誓約事項への取り組み実施

２．報告書提出までに交付金による賃金改善、職場環境改善経費として交付金を全額利用すること

３．処遇改善加算実績報告書の提出（令和８年９月末まで）
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・処遇改善加算の算定

・ケアプランデータ連携システムの導入

・生産性向上推進体制加算 など



ご不明な点は？
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制度や申請方法について、以下の専門窓口へお問い合わせください 

神奈川県 介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業交付金

制度全般について

厚生労働省コールセンター

提出方法・県独自ルール

神奈川県交付金コールセンター



本日のまとめ

加算Ⅱは「仕組み」で取れる
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職員構成（介護福祉士比率など）は関係ありません。

まずは「計画書」を出す

R7特例や誓約を活用し、難しい要件整備は後追いでOK。

R8年度までに整える

キャリアパス・規程整備を1年かけて実施しましょう。

交付金は第2期申請

4月1日～4月15日に交付金申請を行いましょう。


